
● 補助の申請には、補助金交付申請書の他、複数の書類が必要となります。詳しくは
事前相談の際にお問い合わせください。

● 地域整備課　電話　０８７７－４９－８０１２

(２) 補助対象経費の内、家財道具・機械及び車両等の処分に係る費用は対象外となり
ます。

● 補助を希望される場合は、必ず宇多津町地域整備課（電話0877-49-8012）まで事前
に相談をお願いします。

● 補助金の交付は、各年度の補助金総予算の範囲内となります。

(１) 香川県内に事業所を有する事業者が行う除却工事が対象となります。

(２) （１）の事業者は建設業法等の許可を受けた建設業者又は解体工事業者。

(１) 補助対象経費又は国が定める標準建設費等の通知における除却工事費のいずれ
か少ない額に10分の８を乗じて得た額（1,000円未満の端数切捨て）とし、160万円を
上限とします。

(２) （１）の方から除却について同意を得ている方

(３) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行
うものでないこと。

(４) 補助金の交付決定の日において、除却工事に着手していないこと。

(５) 補助対象となる空き家の一部を除却する工事でないこと。

(６) 補助対象となる空き家の建替えを目的とした工事でないこと。

※(１)については、町担当者が現地を調査し、判断します。

(１) 補助対象となる空き家を所有している方又はその法定相続人

－　宇多津町老朽危険空き家除却支援事業　－

周辺の住環境に影響を及ぼすおそれのある「老朽化し危険な空き家」の取壊し（除却）に
対し、補助金を交付する制度です。

(１) 町内に存する老朽危険空き家であり、住宅の腐朽・破損の程度が町の定めた基準
を超えていること。

(２) 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないもの。
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※事業内容に違反等があった場
合、補助金の決定取り消しや返還
命令を行うことがあります。

※補助事業の実施状況等がわか
る図書を事業完了日より５年間保
存

・除却工事実施（変更）計画書（第２号様式）
・工事見積書の写し（内訳明細書を含む）
・平面図（変更部分がわかるもの）
・現場写真

宇多津町
（地域整備課）

申請者
（空き家所有者　等）

宇多津町
（まちづくり課）

宇多津町老朽危険空き家除却支援事業　手続きフロー

・補助金交付変更等申請書（第６号様式）

空き家が維持出来ない

利活用を検討中取壊しを検討中

※補助及び手続きについて

ご説明いたします。

①老朽危険空き家

除却事前相談

対象外
補助対象外

対象

空き家現地調査 空き家バンクに登録

空き家バンク

事前相談

申請書の受理・審査

②補助金交付申請書作成

交付決定通知 交付決定通知書の受理 ⇒ 除却工事着手

申請事項の変更等申請書作成申請書の受理・審査

交付変更等決定通知 交付変更決定通知書の受理

除却工事完了 ⇒ ③事業実績報告書作成報告書の受理・審査

交付確定通知 交付確定通知書の受理

④補助金の請求請求書の受理・審査

補助金交付 補助金の受理


